
三
九
九

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
と
の
無
償
資
金
協
力
取
極
一
覧

-
12

-

相
手

国
政

府
・

贈
与

の
限

度
額

又
署

名
日

告
示

日
相

手
国

際
機

関
名

称
協

力
の

目
的

及
び

内
容

は
贈

与
額

署
名

地
署

名
者

告
示

番
号

(
注

1
)

贈
与

の
供

与
期

限
(

効
力

発
生

日
)

(
注

4
)

(
注

2
)

(
注

3
)

モ
ザ

ン
ビ

ー
ク

共
和

国
政

府
に

対
す

経
済

社
会

開
発

に
係

る
計

画
等

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
両

2020.8.3
日

本
側

木
村

元
在

モ
ザ

ン
ビ

2020.8.31
モ

ザ
ン

ビ
ー

ク
る

贈
与

に
関

す
る

日
本

国
政

府
と

モ
政

府
の

関
係

当
局

で
合

意
す

る
生

産
物

及
び

役
務

の
購

入
500,000

千
円

マ
プ

ト
で

ー
ク

大
使

354
号

ザ
ン

ビ
ー

ク
共

和
国

政
府

と
の

間
の

-------------------
(同

日
)

モ
ザ

ン
ビ

ー
ク

側
ヴ

ェ
ロ

ニ
交

換
公

文
カ

・
ナ

タ
ニ

エ
ル

・
マ

カ
モ

・
デ

リ
ョ

ー
ヴ

ォ
外

務
協

力
大

臣
ニ

ア
ッ

サ
州

に
お

け
る

地
方

給
水

施
ニ

ア
ッ

サ
州

に
お

け
る

地
方

給
水

施
設

建
設

計
画

を
実

施
す

る
2020.12.11

日
本

側
茂

木
敏

充
外

務
大

臣
2020.12.24

モ
ザ

ン
ビ

ー
ク

設
建

設
計

画
の

た
め

の
贈

与
に

関
す

た
め

に
必

要
な

生
産

物
及

び
役

務
の

購
入

2,076,000
千

円
マ

プ
ト

で
モ

ザ
ン

ビ
ー

ク
側

ヴ
ェ

ロ
ニ

495
号

る
日

本
国

政
府

と
モ

ザ
ン

ビ
ー

ク
共

2024.2.29
ま

で
(同

日
)

カ
・

ナ
タ

ニ
エ

ル
・

マ
カ

モ
和

国
政

府
と

の
間

の
交

換
公

文
・

デ
リ

ョ
ー

ヴ
ォ

外
務

協
力

大
臣

モ
ザ

ン
ビ

ー
ク

共
和

国
政

府
に

対
す

経
済

社
会

開
発

に
係

る
計

画
等

（
海

難
救

助
分

野
）

を
実

施
す

2020.12.11
日

本
側

茂
木

敏
充

外
務

大
臣

2020.12.24
モ

ザ
ン

ビ
ー

ク
る

贈
与

に
関

す
る

日
本

国
政

府
と

モ
る

た
め

に
必

要
な

両
政

府
の

関
係

当
局

で
合

意
す

る
生

産
物

及
200,000

千
円

マ
プ

ト
で

モ
ザ

ン
ビ

ー
ク

側
ヴ

ェ
ロ

ニ
496

号
ザ

ン
ビ

ー
ク

共
和

国
政

府
と

の
間

の
び

役
務

の
購

入
-------------------

(同
日

)
カ

・
ナ

タ
ニ

エ
ル

・
マ

カ
モ

交
換

公
文

・
デ

リ
ョ

ー
ヴ

ォ
外

務
協

力
大

臣
モ

ザ
ン

ビ
ー

ク
共

和
国

政
府

に
対

す
経

済
社

会
開

発
に

係
る

計
画

等
（

工
事

用
重

機
分

野
）

を
実

施
2020.12.11

日
本

側
茂

木
敏

充
外

務
大

臣
2020.12.24

モ
ザ

ン
ビ

ー
ク

る
贈

与
に

関
す

る
日

本
国

政
府

と
モ

す
る

た
め

に
必

要
な

両
政

府
の

関
係

当
局

で
合

意
す

る
生

産
物

200,000
千

円
マ

プ
ト

で
モ

ザ
ン

ビ
ー

ク
側

ヴ
ェ

ロ
ニ

497
号

ザ
ン

ビ
ー

ク
共

和
国

政
府

と
の

間
の

及
び

役
務

の
購

入
-------------------

(同
日

)
カ

・
ナ

タ
ニ

エ
ル

・
マ

カ
モ

交
換

公
文

・
デ

リ
ョ

ー
ヴ

ォ
外

務
協

力
大

臣

(注
1
）

国
名

に
つ

い
て

は
、

正
式

名
称

で
は

な
く

一
般

名
称

を
用

い
て

い
る

。
(注

2
）

贈
与

の
供

与
期

限
に

つ
い

て
定

め
の

な
い

も
の

は
、

--------------------
と

記
し

て
い

る
。

(注
3
）

日
付

に
つ

い
て

は
、

○
年

△
月

□
日

を
○

.△
.□

と
記

し
て

い
る

。
(注

4
）

告
示

番
号

は
、

官
報

に
お

け
る

外
務

省
告

示
番

号
を

い
う

。


